
日米地位協定

第二十三条

日本国及び合衆国は、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族並びにこ
れらのものの財産の安全を確保するため随時に必要となるべき措置を執ることについて協力する
ものとする。日本国政府は、その領域において合衆国の設備、備品、財産、記録及び公務上の情
報の十分な安全及び保護を確保するため、並びに適用されるべき日本国の法令に基づいて犯人を
罰するため、必要な立法を求め、及び必要なその他の措置を執ることに同意する。


